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（１）審議概観

第173回国会において、本委員会は予算

の執行状況に関する調査を行った。

なお、本委員会に付託された請願はな

かった。

〔国政調査等〕

鳩山内閣総理大臣の所信表明演説に対

する本会議での各党代表質問を受けて、11

月６日、９日、10日の３日間、予算の執行

状況に関する調査として予算委員会が開か

れ質疑が行われた。

質疑では、21年度補正予算の執行停

止、政治資金問題、天下り問題、日米外

交、東アジア共同体構想、新型インフルエ

ンザ対策、医療制度の在り方、子育て支

援、病児・病後児保育の充実、雇用対策、

非正規労働者問題、中小企業支援策、農

業の将来展望、農家の戸別所得補償制

度、公共事業費削減の是非、地球温暖化

対策、自衛隊のインド洋給油活動、米軍基

地問題、原子力政策等の問題が取り上げら

れた。

（２）委員会経過

○平成21年10月30日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

予算の執行状況に関する調査を行うことを決

定した。

○平成21年11月６日(金)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

予算の執行状況に関する件について鳩山内閣

総理大臣、長妻厚生労働大臣、直嶋経済産業

大臣、岡田外務大臣、北澤防衛大臣、菅国務

大臣、平野内閣官房長官、前原国土交通大臣、

小沢環境大臣、原口総務大臣、仙谷内閣府特



命担当大臣、福島内閣府特命担当大臣、亀井

内閣府特命担当大臣、藤井財務大臣、赤松農

林水産大臣、松井内閣官房副長官、峰崎財務

副大臣、大塚内閣府副大臣、宮﨑内閣法制局

長官、政府参考人及び参考人日本銀行副総裁

山口秀君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

舛添要一君（自民）、※脇雅史君（自民）、
※川口順子君（自民）、※西田昌司君（自

民）、※荒井広幸君（自民）、平野達男君（民

主） ※関連質疑

○平成21年11月９日(月)（第３回）

予算の執行状況に関する件について鳩山内閣

総理大臣、亀井国務大臣、直嶋経済産業大臣、

長妻厚生労働大臣、岡田外務大臣、菅国務大

臣、赤松農林水産大臣、川端文部科学大臣、

藤井財務大臣、平野内閣官房長官、前原国土

交通大臣、原口国務大臣、仙谷内閣府特命担

当大臣、北澤防衛大臣、小沢環境大臣、福島

内閣府特命担当大臣、峰崎財務副大臣及び階

総務大臣政務官に対し質疑を行った。

〔質疑者〕
※櫻井充君（民主）、※藤末健三君（民主）、

※島田智哉子君（民主）、平野達男君（民

主）、木庭健太郎君（公明）、※谷合正明君

（公明）、小池晃君（共産）、近藤正道君（社

民） ※関連質疑

○平成21年11月10日(火)（第４回）

予算の執行状況に関する件について鳩山内閣

総理大臣、平野内閣官房長官、長妻厚生労働

大臣、川端文部科学大臣、福島内閣府特命担

当大臣、北澤防衛大臣、岡田外務大臣、原口

総務大臣、赤松農林水産大臣、菅国務大臣、

藤井財務大臣、直嶋経済産業大臣、仙谷内閣

府特命担当大臣、小沢環境大臣、前原国土交

通大臣、中井国家公安委員会委員長、宮﨑内

閣法制局長官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

義家弘介君（自民）、佐藤正久君（自民）、
※西田昌司君（自民）、山田俊男君（自民）、

※荒井広幸君（自民）、荒木清寛君（公明）、

仁比聡平君（共産）、山内徳信君（社民）

※関連質疑

○平成21年12月３日(木)（第５回）

予算の執行状況に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。


